




 昭和56年5月31日以前に建築された建築物で、①から③のいずれかに該当することが必要です。
 ①非木造住宅等、マンション、民間特定建築物（P4「対象となる建築物の区分」の1～3）
 ②一般緊急輸送道路沿道建築物（P4「対象となる建築物の区分」の4）※
 ③特定緊急輸送道路沿道建築物※

※特定緊急輸送道路沿道建築物、一般緊急輸送道路沿道建築物は、東京都の実施するアドバイザ
 ー無料派遣を利用していただき、その上限回数に達した場合に区の派遣が利用できます。
　

者です。



（提出期限：12月末）

（法人全部事項証明書等）



 木造以外の構造（組積造及び補強コンクリートブロック造を除く。）で、住宅の用途に供する
部分を有する建築物（以下2.マンション除く。）。

１.非木造住宅等　

２.マンション

 共同住宅のうち、住宅の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の過半である耐火建築物
及び準耐火建築物（社宅、社員寮の用途に供する住宅及び公的住宅を除く。）。

第1号及び第2号を指す。

②特定緊急輸送道路沿道建築物でないこと

別途、助成制度がございますのでご相談ください。

一般緊急輸送道路沿道建築物、マンション、民間特定建築物

４.一般緊急輸送道路沿道建築物 （P8参照）（要別途相談）

 一般緊急輸送道路沿道建築物とは、P8図2の一般緊急輸送道路の沿道に位置する一定以上の高
さの建築物のことをいい、P7表3に揚げた「耐震改修促進法」第14条第1号から第3号に規定さ
れる特定既存耐震不適格建築物のうち第3号を指す。

の順で優先し適用します。



分譲マンションの管理組合等の場合

次の①～②すべてに該当していることが必要です。
①管理組合等が適正に運営され、耐震診断・耐震設計・耐震改修工事の実施について、管理組
 合等で決議されていること。
②対象建築物が同種の助成金を受けていないこと。
 



※1 住宅：一戸建ての住宅、⾧屋及び共同住宅をいい、店舗等の用途を兼ねるもの（店舗等の用
  に供する部分の床面積が延べ面積の２分の１未満のもの）を含む。
※2 特定共同住宅：共同住宅のうち耐火建築物又は準耐火建築物であって、延べ面積が1,000㎡
  以上であり、かつ、地階を除く階数が原則として３階以上のものをいう。
※3 一般緊急輸送道路沿道建築物の助成額については、建築物が非木造住宅等、マンション、民
  間特定建築物にも該当する場合で、それらの助成金算定額の方が高くなる場合は、高い方の
  助成額とすることができる。

※3

区分
　

マンション 

                 2/3
      又は
①住宅※1の場合
（延べ面積×39,900円／㎡）×2/3
②特定共同住宅※2の場合
（延べ面積×51,700円／㎡）×2/3
③その他の場合
（延べ面積×57,000円／㎡）×2/3
④免震工法等の特殊工法による場合
 特定共同住宅※2以外
（延べ面積×93,300円／㎡）×2/3
⑤免震工法等の特殊工法による場合
 特定共同住宅※2
（延べ面積×86,400円／㎡）×2/3
        のいずれか低い額





など

など

※最新の特定・一般緊急輸送道路図は、東京都耐震ポータルサイトでご確認ください。



当初から複数年度にわたることが確実な事業については、初年度に事業全体について承認を
受けることにより、複数年度にわたり事業を行うことができる全体設計承認の手続きが必要
ですのでご相談ください。（全体設計承認申請提出期限：12月末）



①耐震診断・耐震設計・耐震改修助成対象承認申請書（別記第
 9号様式）
②建築確認通知書、検査済証の写し又は台帳記載事項証明書（
 原本又は写し）
③配置図、各階平面図、立面図
④「耐震改修促進法」の特定既存耐震不適格建築物に該当する
 場合は、該当することが分かる図面又は資料（例：一般緊急
 輸送道路沿道建築物であることが確認できる書類）
⑤診断実施計画書
⑥耐震診断の見積書（内訳書を含む）又はその写し
⑦助成金の予定額算定シート

⑧管理規約
⑨管理組合の予算書及び決算書又はその写し
⑩⾧期修繕計画書
⑪耐震診断実施を総会で決議したことが分かる書類

⑧当該建築物の登記事項証明書（発行3か月以内の原本、Web
 上の登記情報提供サービス不可）又は権利を証明する書類又
 はその写し
⑨前年度の住民税又は前事業年度の法人税納税証明書（発行3
 か月以内で未納が無いことを確認できるもの）（原本）
⑩複数の者で共有する建築物の場合は、耐震診断の実施につい
 て共有者全員の同意を得たことを証する書類
⑪法人全部事項証明書（申請者が法人の場合）（原本）

共通

申請者が分譲
マション管理
組合の場合

申請者が個人
または法人の
場合

⑫委任状（申請者以外の方が代理で手続きする場合）

共通



当初から複数年度にわたることが確実な事業については、初年度に事業全体について承認を
受けることにより、複数年度にわたり事業を行うことができる全体設計承認の手続きが必要
ですのでご相談ください。（全体設計承認申請提出期限：12月末）



①耐震診断・耐震設計・耐震改修助成対象承認申請書（別記第
 9号様式）
②建築確認通知書、検査済証の写し又は台帳記載事項証明書（
 原本又は写し）※
③配置図、各階平面図、立面図※
④「耐震改修促進法」の特定既存耐震不適格建築物に該当する
 場合は、該当することが分かる図面又は資料（例：一般緊急
 輸送道路沿道建築物であることが確認できる書類）※
⑤耐震診断時に耐震改修計画案を立てた場合は、その概要
⑥耐震設計の見積書（内訳書を含む）又はその写し
⑦耐震設計工程表
⑧耐震診断結果報告書
⑨助成金の予定額算定シート

⑩管理規約※
⑪管理組合の予算書及び決算書又はその写し※
⑫⾧期修繕計画書※
⑬耐震設計実施を総会で決議したことが分かる書類

⑩当該建築物の登記事項証明書（発行3か月以内の原本、Web
 上の登記情報提供サービス不可）又は権利を証明する書類又
 はその写し※
⑪前年度の住民税又は前事業年度の法人税納税証明書（発行3
 か月以内で未納が無いことを確認できるもの）（原本）※
⑫複数の者で共有する建築物の場合は、耐震設計の実施につい
 て共有者全員の同意を得たことを証する書類
⑬法人全部事項証明書（申請者が法人の場合）（原本）

共通

申請者が分譲
マション管理
組合の場合

申請者が個人
または法人の
場合

⑭委任状（申請者以外の方が代理で手続きする場合）

共通



、完了検査

当初から複数年度にわたることが確実な事業については、初年度に事業全体について承認を
受けることにより、複数年度にわたり事業を行うことができる全体設計承認の手続きが必要
ですのでご相談ください。（全体設計承認申請提出期限：12月末）



①耐震診断・耐震設計・耐震改修助成対象承認申請書（別記第
 9号様式）
②建築確認通知書、検査済証の写し又は台帳記載事項証明書（
 原本又は写し）※
③配置図、各階平面図、立面図※
④「耐震改修促進法」の特定既存耐震不適格建築物に該当する
 場合は、該当することが分かる図面又は資料（例：一般緊急
 輸送道路沿道建築物であることが確認できる書類）※
⑤工事に関する設計図書
⑥耐震設計結果報告書
⑦耐震設計に係る評定書
⑧工事見積書（内訳書を含む）又はその写し
⑨工事工程表
⑩土地所有者の承諾書（借地の場合又は共同所有者がいる場
 合に限る。）
⑪工事監理者の資格を示す書類
⑫助成金の予定額算定シート

⑬管理規約※
⑭管理組合の予算書及び決算書又はその写し※
⑮⾧期修繕計画書※
⑯耐震改修工事実施を総会で決議したことが分かる書類

⑬当該建築物の登記事項証明書（発行3か月以内の原本、Web
 上の登記情報提供サービス不可）又は権利を証明する書類又
 はその写し※
⑭前年度の住民税又は前事業年度の法人税納税証明書（発行3
 か月以内で未納が無いことを確認できるもの）（原本）※
⑮複数の者で共有する建築物の場合は、耐震改修工事の実施に
 ついて共有者全員の同意を得たことを証する書類
⑯法人全部事項証明書（申請者が法人の場合）（原本）

共通

申請者が分譲
マション管理
組合の場合

申請者が個人
または法人の
場合

⑰委任状（申請者以外の方が代理で手続きする場合）
共通




